
熊本市建築設計等委託業務成績評定要領 

 

制定 令和４年 ４月 １日公共建築部長決裁 

改正 令和５年 ８月３０日公共建築部長決裁 

 令和６年１１月１１日公共建築部長決裁 

令和７年 ４月３０日公共建築部長決裁 

令和７年 ９月 ９日公共建築部長決裁 

令和８年 １月 ８日公共建築部長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要領は、熊本市が発注する建築工事に係る委託業務の成績評定（以下「評定」

という。）に必要な事項を定め、その適切な実施を図ることにより、評定結果の活用によ

る業務の受託者の適切な選定を促進し、もって設計等委託業務の品質確保に資すること

を目的とする。 

（評定の対象） 

第２条 評定の対象は、原則として、１件の予定価格が熊本市契約事務取扱規則（昭和３９

年４月１日規則第７号）第１４条の２第６号を超える委託業務のうち、次の各号に掲げる

業務とする。 

(1) 建築設計業務（建築（総合、構造）、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務を

いう。） 

(2) 建築に関する耐震診断業務  

２ 建築工事監理業務、設計意図伝達業務及び敷地調査業務については、別に定める成績評

定表により評定を行うものとする。 

（評定の内容） 

第３条 評定は、業務の実施状況、成果物の内容等について行うものとする。 

（評定者） 

第４条 評定は、次の各号に掲げる者（以下「評定者」という。）が行うものとする。 

(1) 検査職員（建築、電気設備、機械設備の各分野を検査する職員（熊本市工事検査規

程（昭和６３年４月１日制定）第８条第２号に定める併任検査員）） 

(2) 主任調査員（建築、電気設備、機械設備の各分野を担当する職員） 

(3) 総括調査員（委託業務の主たる分野の主査職員） 

（評定の方法）  

第５条 評定は、委託業務ごとに独立して、的確かつ公正に評定を行うものとする。 

２ 評定は、建築設計等委託業務成績評定表（様式第 1号）（以下「評定表」という。）に記

録するものとする。 

（評定の時期）  



第６条 主任調査員及び総括調査員である評定者は業務が完了したとき、検査職員である

評定者は完了検査を実施したとき、それぞれ評定を行うものとする。 

（評定の結果の報告） 

第７条 評定者は、完了検査後、遅滞なく、業務担当課又は室の所属長に評定の結果につい

て評定表により報告するものとする。なお、総合評定点が 60 点未満又は 75 点以上の場

合は、次に掲げる者で組織する建築設計等委託業務成績評定会議の確認を受けるものと

する。 

（1） 公共建築部長 

（2） 設備課長 

（3） 営繕課長 

（4） 当該設計委託担当課又は室の長 

（受託者への通知） 

第８条 市長は、前条の報告があったときは、遅滞なく、建築設計等委託業務成績評定通知

書（様式第 2号）及び別表により、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。 

 （説明請求） 

第９条 前条の通知を受けたものは、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日（熊本

市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条例第３２号）第１条第１項に規定する

熊本市の休日を含まない。）以内に、建築設計等委託業務成績評定に係る説明請求書（様

式第 4号）により市長に評定の内容について説明を求めることができるものとする。 

 （説明請求による回答） 

第１０条 前条の規定による説明を求められたときは、建築設計等委託業務成績評定に係

る説明書（回答）（様式第 5号）により回答するものとする。 

２ 前項の規定による回答をおこなうに当たり必要があると認めるとき及び当該評定を修

正する必要があると認めるときは、次に掲げる者で組織する建築設計等委託業務成績評

定会議を設置して審議するものとする。 

（1） 公共建築部長 

（2）  設備課長 

（3） 営繕課長 

（4） 当該設計委託担当課又は室の長 

（評定の修正） 

第１１条 第９条に規定する説明請求を受け、前条第２項に規定する建築設計等委託業務

成績評定会議において審議した結果、当該評定を修正する必要がある必要があると認め

たときは、当該評定を修正するものとする。 

２ 前項の規定による修正を行ったときは、前条第１項の回答と併せて、遅滞なく当該設計 

委託の受託者に修正した評定の結果について、建築設計等委託業務成績修正評定通知書

（様式第 3号）により通知を行うものとする。 



 （工事契約課への報告） 

第１２条 業務担当課又は室の所属長は、前条に規定する受託者への通知後、遅滞なく、工

事契約課に業務委託完了検査結果について、建築設計等委託業務成績評定通知書の写し

及び第５条第２項に規定する評定表の写しを添付し報告を行うものとする。 

（雑則） 

第１３条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年１１月１８日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年（２０２６年）２月２６日以降に契約依頼を行う案件から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号 

 

 

 

総合： 構造：

電気： 機械：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

所属： 氏名：

業務評定点（総合点）　①－③［①－③－④］ （ ）［ ］

（再通知を行った日付 年　　　　月　　　　日　）

① 業務評定点（総合点：減点無し） （ ）［ ］

② 基礎点 （ ）［ ］

③ （ ）［ ］

④ 　［ ］

（ ）［ ］

総合 （ ）［ ］ （ ）［ ］

構造 （ ）［ ］ （ ）［ ］

建築積算 （ ）［ ］ （ ）［ ］

（ ）［ ］

業務評定点（総合点：減点無し）の分野別内訳

電気

機械積算

検査職員所属・氏名

電気積算

令和　　年（　　　　年）　　　月　　　日

令和　　年（　　　　年）　　　月　　　日

名称：

所在地：

当初：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日 最終：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

最終：

※複数による検査が行われる場合、検査職員全員の所属及び氏名を検査職員所属・氏名欄に明記すること。
　その際、総括検査職員（検査の結果を総括する職員）が定められた場合には、総括検査職員とそれ以外の検査職員の別についても明示すること。
※［　］内は修正後

機械

管理技術者評定点

総括調査員所属・氏名

業務評定点（総合点）の内訳

担当主任技術者氏名

管理技術者評定点

主任調査員所属・氏名

業務評定点

管理技術者氏名

業務履行中又は完了時に生じた事由による減点

契約相手方名称・所在地

業務完了後に生じた事由による減点　　

契約金額 当初：

履行期間

完了年月日

完了検査年月日

建築設計等委託業務成績評定表

発注課：
　

委託業務名



様式第２号 

〇〇発第〇〇〇〇〇号 

令和  年（   年）  月  日 

 

     様 

熊本市長 〇〇 〇〇 

（公印省略） 

建築設計等委託業務成績評定通知書 

 貴社が受託した委託業務について、「熊本市建築設計等委託業務成績評定要領」に基

づき評定した結果を通知します。 

 なお、評定の結果に疑義があるときは、その旨を付して、この書面の通知を受けた

日から起算して１４日（熊本市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条例第

３２号）第１条第１項に規定する熊本市の休日を含まない。）以内に書面により、説明

を求めることができます。 

 疑義の旨に対する説明は、書面により回答いたします。 

 なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問い合わせ先は、下

記の担当課にお願いします。 

 

記 

 

１ 委託業務名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

２ 履行期間  自  令和   年（    年）   月    日 

   至  令和   年（    年）   月    日 

 

３ 契約金額      ￥ 

 

４ 完了検査結果 合格 

 

５ 成績評定  業務評定点（総合点）    点 

（業務評定点（総合点）の内訳は別表のとおり） 

 

６ 担当課  熊本市〇〇区〇〇〇〇－〇－〇 

   熊本市〇〇局○○部○○課 

   電話番号 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇 



別表 

 

 

 

 

 

 

 

業務評定点（総合点）の内訳

委託業務名

受託者名

業務評定点（総合点：減点無し） 点

業務履行中又は完了時に生じた事由による減点　　 点

業務完了後に生じた事由による減点　　 点

業務評定点（総合点：減点無し）の加減点数の評価項目別内訳

評価の視点
項目の
分類 得点 配点

業務の実施能力 業務実施体制 業務態勢、自主管理 基礎 ／

管理技術者の能力
業務の全体把握、工程管理、取組姿勢、責任感の
強さ、説明力（プレゼンテーション力）、協調性

基礎 ／

主任担当技術者の能力
他分野との調整、工程管理、取組姿勢、責任感の
強さ、説明力（プレゼンテーション力）、協調
性）

基礎 ／

業務の実施状況
業務履行中の説明資料
（途中成果物）に関する
評価

記載の程度、途中成果物の内容 基礎 ／

基礎 ／

創意
工夫 ／

基礎 ／

創意
工夫

／

業務目的の達成度 業務目的の達成度 記載の程度、成果物の内容 基礎 ／

課題への対応
課題（物理的条件、社会的条件、要望、コスト）
への対応

創意
工夫 ／

小計（基礎項目） ／

小計（創意工夫項目） ／

↓

合計（３５点換算） ／ 35.00

（表の見方）
１）評定点は６５点を標準として加減点最大±３５点で算出している。
２）加減点数の項目別の配点は、業務内容によって異なる。
３）本業務の受託者が得点した点数を項目別に指標化している。
４）指標は０を標準（加減点なし）とし、-１００から＋１００までの整数で表示している。
５）「創意工夫の余地の小さい業務」については、創意工夫項目の評価を行わない。

評価項目 指標

調整及び説明、対応の迅
速性

基礎：打合せ内容の理解、記録、指示・協議事項
への対応
創意工夫：設計提案等の説明（プレゼンテーショ
ン力）

与条件の理解、業務への
反映（設計提案）

基礎：与条件の理解、円滑な業務遂行、技術的検
討、仕様書・基準類の理解、施工に関する一般的
な知識
創意工夫：創意工夫、積極的な提案、専門的な知
識、法令等の理解、特定行政庁等との調整



様式第３号 

 

〇〇発第〇〇〇〇〇号 

令和  年（   年）  月  日 

 

     様 

熊本市長 〇〇 〇〇 

（公印省略） 

建築設計等委託業務成績修正評定通知書 

 

 貴社が受託した委託業務について、「熊本市建築設計等委託業務成績評定要領」に基

づき修正評定した結果を下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 委託業務名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

２ 履行期間  自  令和   年（    年）   月    日 

   至  令和   年（    年）   月    日 

 

３ 契約金額      ￥ 

 

４ 完了検査結果 合格 

 

５ 成績評定  修正業務評定点（総合点）    点 

 

６ 担当課  熊本市〇〇区〇〇〇〇－〇－〇 

   熊本市〇〇局○○部○○課 

   電話番号 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

令和   年  月  日 

 

熊本市長   様 

 

受託者名          

 

建築設計等委託業務成績評定に係る説明請求書 

 

 令和    年    月    日付けで通知のありました建築設計等委託業務

成績評定について、下記のとおり説明請求します。 

 

記 

 

１ 業務名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

２ 説明請求概要   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

〇〇発第〇〇〇〇〇号 

令和  年（   年）  月  日 

 

     様 

熊本市長 〇〇 〇〇 

（公印省略） 

 

建築設計等委託業務成績評定に係る説明書（回答） 

 

 令和    年    月    日付けで説明を求められました評定内容につい

て、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 委託業務名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

２ 説明請求に対する回答   

    

 


